
目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
介
護
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
商
工
政
策
課
）
…
四

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
八

公
安
委
員
会

○
青
森
県
警
察
交
通
事
故
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
賃
貸
借
契
約
に
係
る
一

般
競
争
入
札
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会

計

課
）
…
八

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
六
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第

五
十
五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称
所

在

地

有
限
会
社
ウ
イ

ン
グ

岩
手
県
紫
波
郡

紫
波
町
桜
町
字

三
本
木
二
二
の

七

居
宅
療
養

管
理
指
導
ド
レ
ミ
薬
局

五
所
川
原
市
字

柳
町
四
の
九

令
和三･
八･
一

青
森
県
告
示
第
四
百
六
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第

五
十
五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称
所

在

地

有
限
会
社
ウ
イ

ン
グ

岩
手
県
紫
波
郡

紫
波
町
桜
町
字

三
本
木
二
二
の

七

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導
ド
レ
ミ
薬
局

五
所
川
原
市
字

柳
町
四
の
九

令
和三･
八･
一

青
森
県
報
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第
三
百
三
十
二
号

令
和
三
年七

月
九
日

（
金
曜
日
）



青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称
所

在

地

株
式
会
社
民
友

薬
品

弘
前
市
大
字
扇

町
一
丁
目
一
の

六

居
宅
療
養

管
理
指
導
み
ん
ゆ
う
調
剤

薬
局
ア
ル
カ

デ
ィ
ア
店

弘
前
市
大
字
扇

町
一
丁
目
一
の

六

令
和三･
三･三一

〃

〃

〃

み
ん
ゆ
う
薬
局

弘
前
駅
前
店

弘
前
市
大
字
駅

前
町
一
一
の
二
〃

〃

〃

〃

み
ん
ゆ
う
調
剤

薬
局
松
原
店

弘
前
市
大
字
松

原
東
二
丁
目
一

四
の
六

〃

〃

〃

〃

み
ん
ゆ
う
調
剤

薬
局
桔

野
店
弘
前
市
大
字
桔

野
二
丁
目
一

三
の
二
三

〃

〃

〃

〃

み
ん
ゆ
う
薬
局

黒
石
病
院
前
店
黒
石
市
北
美
町

一
丁
目
七
四
の

一

〃

〃

〃

〃

み
ん
ゆ
う
調
剤

薬
局
フ
レ
ン
ド

フ
ァ
ー
マ
シ
ー

五
所
川
原
店

五
所
川
原
市
中

央
二
丁
目
二
四
〃

〃

〃

〃

み
ん
ゆ
う
調
剤

薬
局
西
北
店

五
所
川
原
市
鎌

谷
町
一
六
三
の

三

〃

林

光

北
津
軽
郡
板
柳

町
大
字
板
柳
字

土
井
二
九
三
の

八

〃

は
や
し
薬
局

北
津
軽
郡
板
柳

町
大
字
板
柳
字

土
井
二
九
三
の

八

三･
四･
四

社
会
福
祉
法
人

津
軽
富
士
見
会
弘
前
市
大
字
山

崎
一
丁
目
三
の

七

訪
問
介
護
弘
前
園
ヘ
ル

パ
ー
セ
ン
タ
ー
弘
前
市
大
字
鬼

沢
字
山
ノ
越
二

四
九

三･
六･三〇

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称
所

在

地

株
式
会
社
民
友

薬
品

弘
前
市
大
字
扇

町
一
丁
目
一
の

六

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導
み
ん
ゆ
う
調
剤

薬
局
ア
ル
カ

デ
ィ
ア
店

弘
前
市
大
字
扇

町
一
丁
目
一
の

六

令
和三･
三･三一

〃

〃

〃

み
ん
ゆ
う
薬
局

弘
前
駅
前
店

弘
前
市
大
字
駅

前
町
一
一
の
二
〃

〃

〃

〃

み
ん
ゆ
う
調
剤

薬
局
松
原
店

弘
前
市
大
字
松

原
東
二
丁
目
一

四
の
六

〃

〃

〃

〃

み
ん
ゆ
う
調
剤

薬
局
桔

野
店
弘
前
市
大
字
桔

野
二
丁
目
一

三
の
二
三

〃

〃

〃

〃

み
ん
ゆ
う
薬
局

黒
石
病
院
前
店
黒
石
市
北
美
町

一
丁
目
七
四
の

一

〃

〃

〃

〃

み
ん
ゆ
う
調
剤

薬
局
フ
レ
ン
ド

フ
ァ
ー
マ
シ
ー

五
所
川
原
店

五
所
川
原
市
中

央
二
丁
目
二
四
〃
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〃

〃

〃

み
ん
ゆ
う
調
剤

薬
局
西
北
店

五
所
川
原
市
鎌

谷
町
一
六
三
の

三

〃

林

光

北
津
軽
郡
板
柳

町
大
字
板
柳
字

土
井
二
九
三
の

八

〃

は
や
し
薬
局

北
津
軽
郡
板
柳

町
大
字
板
柳
字

土
井
二
九
三
の

八

三･
四･
四

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
二
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め

の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十

五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称
所

在

地

有
限
会
社
ウ
イ

ン
グ

岩
手
県
紫
波
郡

紫
波
町
桜
町
字

三
本
木
二
二
の

七

居
宅
療
養

管
理
指
導
ド
レ
ミ
薬
局

五
所
川
原
市
字

柳
町
四
の
九

令
和三･
八･
一

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
三
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め

の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十

五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称
所

在

地

有
限
会
社
ウ
イ

ン
グ

岩
手
県
紫
波
郡

紫
波
町
桜
町
字

三
本
木
二
二
の

七

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導
ド
レ
ミ
薬
局

五
所
川
原
市
字

柳
町
四
の
九

令
和三･
八･
一

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
四
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活

保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称
所

在

地

株
式
会
社
民
友

薬
品

弘
前
市
大
字
扇

町
一
丁
目
一
の

六

居
宅
療
養

管
理
指
導
み
ん
ゆ
う
調
剤

薬
局
ア
ル
カ

デ
ィ
ア
店

弘
前
市
大
字
扇

町
一
丁
目
一
の

六

令
和三･
三･三一
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〃

〃

〃

み
ん
ゆ
う
薬
局

弘
前
駅
前
店

弘
前
市
大
字
駅

前
町
一
一
の
二
〃

〃

〃

〃

み
ん
ゆ
う
調
剤

薬
局
松
原
店

弘
前
市
大
字
松

原
東
二
丁
目
一

四
の
六

〃

〃

〃

〃

み
ん
ゆ
う
調
剤

薬
局
桔

野
店
弘
前
市
大
字
桔

野
二
丁
目
一

三
の
二
三

〃

〃

〃

〃

み
ん
ゆ
う
薬
局

黒
石
病
院
前
店
黒
石
市
北
美
町

一
丁
目
七
四
の

一

〃

〃

〃

〃

み
ん
ゆ
う
調
剤

薬
局
フ
レ
ン
ド

フ
ァ
ー
マ
シ
ー

五
所
川
原
店

五
所
川
原
市
中

央
二
丁
目
二
四
〃

〃

〃

〃

み
ん
ゆ
う
調
剤

薬
局
西
北
店

五
所
川
原
市
鎌

谷
町
一
六
三
の

三

〃

林

光

北
津
軽
郡
板
柳

町
大
字
板
柳
字

土
井
二
九
三
の

八

〃

は
や
し
薬
局

北
津
軽
郡
板
柳

町
大
字
板
柳
字

土
井
二
九
三
の

八

三･
四･
四

社
会
福
祉
法
人

津
軽
富
士
見
会
弘
前
市
大
字
山

崎
一
丁
目
三
の

七

訪
問
介
護
弘
前
園
ヘ
ル

パ
ー
セ
ン
タ
ー
弘
前
市
大
字
鬼

沢
字
山
ノ
越
二

四
九

三･
六･三〇

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
五
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活

保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称
所

在

地

株
式
会
社
民
友

薬
品

弘
前
市
大
字
扇

町
一
丁
目
一
の

六

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導
み
ん
ゆ
う
調
剤

薬
局
ア
ル
カ

デ
ィ
ア
店

弘
前
市
大
字
扇

町
一
丁
目
一
の

六

令
和三･
三･三一

〃

〃

〃

み
ん
ゆ
う
薬
局

弘
前
駅
前
店

弘
前
市
大
字
駅

前
町
一
一
の
二
〃

〃

〃

〃

み
ん
ゆ
う
調
剤

薬
局
松
原
店

弘
前
市
大
字
松

原
東
二
丁
目
一

四
の
六

〃

〃

〃

〃

み
ん
ゆ
う
調
剤

薬
局
桔

野
店
弘
前
市
大
字
桔

野
二
丁
目
一

三
の
二
三

〃

〃

〃

〃

み
ん
ゆ
う
薬
局

黒
石
病
院
前
店
黒
石
市
北
美
町

一
丁
目
七
四
の

一

〃

〃

〃

〃

み
ん
ゆ
う
調
剤

薬
局
フ
レ
ン
ド

フ
ァ
ー
マ
シ
ー

五
所
川
原
店

五
所
川
原
市
中

央
二
丁
目
二
四
〃

〃

〃

〃

み
ん
ゆ
う
調
剤

薬
局
西
北
店

五
所
川
原
市
鎌

谷
町
一
六
三
の

三

〃

林

光

北
津
軽
郡
板
柳

町
大
字
板
柳
字

土
井
二
九
三
の

八

〃

は
や
し
薬
局

北
津
軽
郡
板
柳

町
大
字
板
柳
字

土
井
二
九
三
の

八

三･
四･
四

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
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模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
七
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
モ
ー
ル
つ
が
る
柏

つ
が
る
市
柏
稲
盛
幾
世
四
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

イ
オ
ン
モ
ー
ル
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五

の
一
代
表
取
締
役

吉
田
昭
夫

イ
オ
ン
モ
ー
ル
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五

の
一
代
表
取
締
役

岩
村
康
次

令
和二･
三･
一

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に

代
表
者
の
氏
名

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五

の
一
代
表
取
締
役

岡
崎
双
一

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五

の
一
代
表
取
締
役

吉
田
昭
夫

令
和二･
三･
一

イ
オ
ン
モ
ー
ル
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五

の
一
代
表
取
締
役

吉
田
昭
夫

イ
オ
ン
モ
ー
ル
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五

の
一
代
表
取
締
役

岩
村
康
次

二･
三･
一

株
式
会
社
タ
ツ
ミ
ヤ

東
京
都
八
王
子
市
暁
町
一
丁
目
三
二
の

一
三
代
表
取
締
役

指
田
努

変
更
な
し

カ
ト
レ
ア
株
式
会
社

秋
田
県
秋
田
市
山
王
沼
田
町
二
の
一

代
表
取
締
役

長
谷
川
利
夫

変
更
な
し

嶋
野
淳
一

つ
が
る
市
木
造
千
代
町
三
四
の
一

変
更
な
し

株
式
会
社
ハ
ニ
ー
ズ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ

ス福
島
県
い
わ
き
市
鹿
島
町
走
熊
字
七
本

松
二
七
の
一

代
表
取
締
役

江
尻
義
久

変
更
な
し

有
限
会
社
レ
デ
ィ
ス
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
・
キ
ノ
シ
タ

北
海
道
函
館
市
松
風
町
一
〇
の
三

代
表
取
締
役

木
下
博

変
更
な
し

株
式
会
社
エ
コ
ー
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ

ル大
阪
府
大
阪
市
西
区
立
売
堀
一
丁
目
四

の
一
二
リ
ー
ガ
ル
立
売
堀
ビ
ル
七
階

代
表
取
締
役

半
田
正

株
式
会
社
エ
コ
ー
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ

ル大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
久
太
郎
町
四
丁

目
二
の
一
本
町
イ
シ
カ
ワ
ビ
ル
二
階

代
表
取
締
役

半
田
正

令
和二･
八･二二

株
式
会
社
西
松
屋
チ
ェ
ー
ン

兵
庫
県
姫
路
市
飾
東
町
庄
二
六
六
の
一

代
表
取
締
役

大
村
禎
史

株
式
会
社
西
松
屋
チ
ェ
ー
ン

兵
庫
県
姫
路
市
飾
東
町
庄
二
六
六
の
一

代
表
取
締
役

大
村
浩
一

二･
八･二一

株
式
会
社
ス
ト
ラ
イ
プ
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
ル

岡
山
県
岡
山
市
北
区
幸
町
二
の
八

代
表
取
締
役

石
川
康
晴

株
式
会
社
ス
ト
ラ
イ
プ
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
ル

岡
山
県
岡
山
市
北
区
幸
町
二
の
八

代
表
取
締
役

立
花
隆
央

二･
三･
六

株
式
会
社
ア
メ
リ
カ
屋

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
荻
野
町
二
丁

目
二
四
の
二

代
表
取
締
役

中
分
孝
一

株
式
会
社
ア
メ
リ
カ
屋

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
柳
生
一
丁
目
六

の
三
代
表
取
締
役

林
史
郎

二･一〇･二一

（
住
所
）

平
成
三〇･
四･
二

（
代
表
者
）

株
式
会
社
ラ
イ
ト
オ
ン

茨
城
県
つ
く
ば
市
吾
妻
一
丁
目
一
一
の

一代
表
取
締
役

横
内
達
治

株
式
会
社
ラ
イ
ト
オ
ン

茨
城
県
つ
く
ば
市
小
野
崎
二
六
〇
の
一

代
表
取
締
役

藤
原
祐
介

令
和
元
･
五･三一

（
住
所
）

二･
三･
一

（
代
表
者
）

―

株
式
会
社
ス
タ
ー
ト

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
高
田
八
六
の
二

代
表
取
締
役

松
村
始

二･
九･
一

株
式
会
社
東
京
デ
リ
カ

東
京
都
葛
飾
区
新
小
岩
一
丁
目
四
八
の

一
四
代
表
取
締
役

木
山
剛
史

変
更
な
し
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株
式
会
社
ジ
ー
フ
ッ
ト

東
京
都
中
央
区
新
川
一
丁
目
二
三
の
五

代
表
取
締
役

堀
江
泰
文

株
式
会
社
ジ
ー
フ
ッ
ト

東
京
都
中
央
区
新
川
一
丁
目
二
三
の
五

代
表
取
締
役

木
山
尚
久

令
和
元
･
五･二四

株
式
会
社
ハ
ピ
ネ
ス
・
ア
ン
ド
・
デ
ィ

東
京
都
中
央
区
銀
座
一
丁
目
一
六
の
一

代
表
取
締
役

田
泰
夫

株
式
会
社
ハ
ピ
ネ
ス
・
ア
ン
ド
・
デ
ィ

東
京
都
中
央
区
銀
座
一
丁
目
一
六
の
一

代
表
取
締
役

田
篤
史

元
･一一･二八

藤
久
株
式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
名
東
区
高
社
一
丁
目

二
一
〇

代
表
取
締
役

後
藤
薫
徳

藤
久
株
式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
名
東
区
高
社
一
丁
目

二
一
〇

代
表
取
締
役

堤
智
章

二･
六･三〇

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン
Ｈ
Ｍ
Ｖ
エ
ン
タ
テ

イ
メ
ン
ト

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
一
一
の
二

ゲ
ー
ト
シ
テ
ィ
大
崎
イ
ー
ス
ト
タ
ワ
ー

６
階
代
表
取
締
役

坂
本
健

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン
Ｈ
Ｍ
Ｖ
エ
ン
タ
テ

イ
メ
ン
ト

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
一
一
の
二

ゲ
ー
ト
シ
テ
ィ
大
崎
イ
ー
ス
ト
タ
ワ
ー

６
階
代
表
取
締
役

渡
辺
章
仁

平
成
三〇･
三･
一

株
式
会
社
三
城

東
京
都
中
央
区
銀
座
一
丁
目
七
の
七

代
表
取
締
役

澤
田
将
広

株
式
会
社
三
城

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
室
町
二
丁
目
四

の
三
代
表
取
締
役

澤
田
将
広

三〇･一二･
一

Ａ
ｓ
―
ｍ
ｅ
エ
ス
テ
ー
ル
株
式
会
社

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
四
丁
目
三
の
一
三

代
表
取
締
役

丸
山
雅
史

変
更
な
し

株
式
会
社
メ
ガ
ス
ポ
ー
ツ

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五

の
一
代
表
取
締
役

神
谷
和
秀

株
式
会
社
メ
ガ
ス
ポ
ー
ツ

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五

の
一
代
表
取
締
役

石
塚
幸
男

平
成
三〇･
三･二一

株
式
会
社
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
ヴ
ァ
ン
ガ
ー
ド

コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

愛
知
県
名
古
屋
市
名
東
区
上
社
一
丁
目

九
〇
一

代
表
取
締
役

白
川
篤
典

変
更
な
し

株
式
会
社
文
教
堂

神
奈
川
県
川
崎
市
高
津
区
久
本
三
丁
目

三
の
一
七

代
表
取
締
役

嶋
崎
富
士
雄

株
式
会
社
文
教
堂

神
奈
川
県
川
崎
市
高
津
区
久
本
三
丁
目

三
の
一
七

代
表
取
締
役

佐
藤
協
治

平
成
三〇･一一･二七

株
式
会
社
水
晶
堂

八
戸
市
小
中
野
五
丁
目
一
の
二
五

代
表
取
締
役

小
野
寺
太
朗

変
更
な
し

株
式
会
社
コ
ッ
ク
ス

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
浜
町
一
丁
目
二

の
一
代
表
取
締
役

吉
竹
英
典

株
式
会
社
コ
ッ
ク
ス

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
浜
町
一
丁
目
二

の
一
代
表
取
締
役

寺
脇
栄
一

平
成
三〇･
五･二二

パ
レ
モ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会

社愛
知
県
稲
沢
市
天
池
五
反
田
町
一

代
表
取
締
役

吉
田
馨

変
更
な
し

株
式
会
社
チ
チ
カ
カ

神
奈
川
県
横
浜
市
港
北
区
新
横
浜
二
丁

目
二
の
三

代
表
取
締
役

木
南
仁
志

株
式
会
社
チ
チ
カ
カ

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
馬
喰
町
一
丁
目

五
の
四

代
表
取
締
役

箸
方
修

令
和
元
･
九･一一

（
住
所
）

平
成
二八･
二･二八

（
代
表
者
）

株
式
会
社
か
さ
い

弘
前
市
大
字
高
田
三
丁
目
六
の
一
二

代
表
取
締
役

前
田
和
紀

株
式
会
社
か
さ
い

弘
前
市
大
字
高
田
三
丁
目
六
の
一
二

代
表
取
締
役

葛
西
紘
一

三〇･
三･三〇

株
式
会
社
大
創
産
業

広
島
県
東
広
島
市
西
条
吉
行
東
一
丁
目

四
の
一
四

代
表
取
締
役

矢
野
博
丈

株
式
会
社
大
創
産
業

広
島
県
東
広
島
市
西
条
吉
行
東
一
丁
目

四
の
一
四

代
表
取
締
役

矢
野
靖
二

三〇･
三･
一

株
式
会
社
フ
レ
ッ
ク
ス
コ
ー
ポ
レ
ー

シ
ョ
ン

青
森
市
第
二
問
屋
町
一
丁
目
五
の
一
五

代
表
取
締
役

加
川
澄
子

株
式
会
社
フ
レ
ッ
ク
ス
コ
ー
ポ
レ
ー

シ
ョ
ン

青
森
市
第
二
問
屋
町
一
丁
目
五
の
一
五

代
表
取
締
役

加
川
雄
飛

令
和二･一一･
一

イ
オ
ン
ペ
ッ
ト
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五

の
一
代
表
取
締
役

小
川
明
宏

イ
オ
ン
ペ
ッ
ト
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五

の
一
代
表
取
締
役

米
津
一
郎

二･
五･一五

須
郷
一
成

弘
前
市
大
字
小
比
内
五
丁
目
一
五
の
六
変
更
な
し

工
藤
雅
己

五
所
川
原
市
大
字
漆
川
字
袖
掛
一
五
六

の
二
七

変
更
な
し

フ
ジ
パ
ン
ス
ト
ア
ー
株
式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
瑞
穂
区
松
園
町
一
丁

目
五
〇

代
表
取
締
役

安
田
智
彦

変
更
な
し

―

株
式
会
社
チ
ュ
チ
ュ
ア
ン
ナ

大
阪
府
大
阪
市
阿
倍
野
区
天
王
寺
町
北

二
丁
目
三
の
一

代
表
取
締
役

上
田
利
昭

平
成
三一･
四･二四
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株
式
会
社
ス
タ
イ
ル
フ
ォ
ー
ス

東
京
都
中
央
区
晴
海
一
丁
目
八
の
一
〇

晴
海
ア
イ
ラ
ン
ド
ト
リ
ト
ン
ス
ク
エ
ア

オ
フ
ィ
ス
タ
ワ
ー
Ｘ
棟
七
階

代
表
取
締
役

長
元
明

―

令
和三･
一･三一

株
式
会
社
オ
ン
ワ
ー
ド
樫
山

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
三
丁
目
一
〇
の

五代
表
取
締
役

大
澤
道
雄

―

二･
一･三一

株
式
会
社
三
鈴

東
京
都
品
川
区
西
五
反
田
七
丁
目
二
二

の
一
七
Ｔ
Ｏ
Ｃ
ビ
ル
四
階

代
表
取
締
役

池
内
清
和

―

二･
五･三一

丸
高
衣
料
株
式
会
社

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
玉
造
二
丁
目
八

の
三
代
表
取
締
役

楡
金
洋
二

―

二･
一･三一

株
式
会
社
Ｒ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｂ
Ｏ
Ｗ

青
森
市
新
町
二
丁
目
二
の
五

代
表
取
締
役

夏
目
秀
人

―

二･
四･三〇

株
式
会
社
フ
ァ
イ
ブ
フ
ォ
ッ
ク
ス

東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
三
丁
目
六
〇

の
七
代
表
取
締
役

上
田
稔
夫

―

平
成
三一･
一･三一

株
式
会
社
ブ
ー
ビ
ー
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

福
島
県
須
賀
川
市
南
町
一
三
〇

代
表
取
締
役

栗
城
幸
一

―

令
和三･
一･三一

ト
リ
ン
プ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
築
地
五
丁
目
六
の
四
浜

離
宮
三
井
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

代
表
取
締
役

土
居
健
人

―

平
成
三一･
一･三一

株
式
会
社
ナ
カ
ザ
ワ

滋
賀
県
湖
南
市
中
央
二
丁
目
九
二

代
表
取
締
役

中
澤
道
盛

―

令
和三･
五･三一

フ
ラ
ン
ス
総
合
医
療
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
平
河
町
一
丁
目
八
の

八代
表
取
締
役

杉
木
和
彦

―

元
･
九･
六

株
式
会
社
キ
タ
ム
ラ

高
知
県
高
知
市
本
町
四
丁
目
一
の
一
六

代
表
取
締
役

浜
田
宏
幸

―

二･
一･三一

株
式
会
社
Ｄ
ｏ
ｎ
Ｄ
ｏ
ｎ
ｕ
ｐ

岩
手
県
盛
岡
市
菜
園
一
丁
目
三
の
六

代
表
取
締
役

岡
本
昭
史

―

二･
九･
一

四

届
出
年
月
日

令
和
三
年
六
月
十
六
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
つ
が
る
市
役
所

２

期
間

令
和
三
年
七
月
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
九
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
つ
が
る
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

１

提
出
期
限

令
和
三
年
十
一
月
九
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

㈡

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

㈢

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
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特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

１

除
雪
グ
レ
ー
ダ
（
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
級
）

二
台

２

ロ
ー
タ
リ
除
雪
車
（
除
雪
幅
二
・
六
メ
ー
ト
ル
、
二
百
二
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
級
）

一
台

３

凍
結
防
止
剤
散
布
車
（
二
・
五
立
方
メ
ー
ト
ル
級
）

一
台

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
三
年
六
月
十
一
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

一
の
１
に
つ
い
て

コ
マ
ツ
カ
ス
タ
マ
ー
サ
ポ
ー
ト
株
式
会
社

東
京
都
港
区
白
金
一
丁
目
一
七
の
三

一
の
２
及
び
３
に
つ
い
て

株
式
会
社
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｊ
Ｏ

北
海
道
札
幌
市
手
稲
区
曙
五
条
五
丁
目
一
の
一
〇

六

落
札
金
額

一
の
１
に
つ
い
て

六
千
三
百
八
十
万
円

一
の
２
に
つ
い
て

四
千
五
百
十
万
円

一
の
３
に
つ
い
て

二
千
四
十
六
万
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

入
札
参
加
資
格
審
査
に
お
い
て
、
調
達
物
品
ご
と
に
、
調
達
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
が
満
た

さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
製
作
仕
様
書
及
び
工
程
表
に
基
づ
く
入
札
書
に
よ
り
、
予
定
価
格
の
制

限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ

る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
三
年
四
月
三
十
日

公

安

委

員

会

青
森
県
警
察
交
通
事
故
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
賃
貸
借
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
七
月
九
日

青
森
県
警
察
本
部
長

村

井

紀

之

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
件
の
賃
貸
借
期
間
に
お
け
る
シ
ス
テ
ム
構
築
、
設
定
、
保
守
等
を
含
む
賃
貸
借

料
と
し
、
そ
の
仕
様
等
は
入
札
説
明
書
の
と
お
り
と
す
る
。

青
森
県
警
察
交
通
事
故
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム

一
式

二

賃
貸
借
期
間

令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
。
た
だ
し
、
こ
の
契
約
に
係
る
予

算
の
減
額
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
期
間
の
中
途
に
お
い
て
当
該
契
約
を
解
除
す
る
こ

と
が
あ
る
。

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

令
和
二
年
五
月
十
八
日
青
森
県
告
示
第
四
百
十
二
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
又
は
令
和
三
年
二
月
十
日
青
森
県
告
示
第
八
十
二
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
の
規
定
に
よ
り
、
電
子
計
算
組
織
に
係
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て
Ａ
の
等
級

に
格
付
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
知
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事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

警
察
当
局
か
ら
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
が
実
質
的
に
経
営
を
支
配
す
る
事
業
者
若
し
く
は

こ
れ
に
準
ず
る
者
で
あ
る
と
し
て
地
方
公
共
団
体
発
注
業
務
等
か
ら
排
除
要
請
が
あ
り
、
当
該

排
除
要
請
が
継
続
し
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

５

納
入
す
る
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
青
森
県
警
察
本
部
で
示
し
た
仕
様
を
満
た
す
こ
と
及
び
履

行
体
制
等
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
場
所
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
三
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
次
に
従
い
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
、
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

提
出
時
期
等

㈠

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
、
令
和
三
年
七
月
二

十
八
日
ま
で
に
青
森
県
警
察
本
部
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
申
請
書
の
内

容
に
つ
い
て
説
明
又
は
必
要
に
応
じ
て
内
容
の
変
更
等
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に

応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈡

㈠
の
説
明
及
び
内
容
の
変
更
等
に
応
じ
な
い
者
は
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
と
す
る
。

㈢

㈠
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
別
途
通
知
す
る
。

３

提
出
場
所

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部
会
計
課
調
度
係

電
話

〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一

五

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
合
せ
先

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部
会
計
課
調
度
係

電
話

〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一

２

入
札
書
の
提
出
期
限

令
和
三
年
八
月
二
十
日

九
時
三
十
分

３

開
札
の
場
所
及
び
日
時

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部
一
階

会
議
室
①

令
和
三
年
八
月
二
十
日

九
時
三
十
五
分

六

入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
第
百
三
十
二
条
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
免
除
と
す
る
。

七

契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

賃
貸
借
期
間
中
初
年
度
の
契
約
金
額
（
翌
年
度
以
降
は
各
年
度
の
契
約
金
額
）
の
百
分
の
五
以

上
の
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
全
部
又
は

一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
こ
と
と
し
、
翌
年
度
以
降
の
各
年
度
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

１

保
険
会
社
と
の
間
に
県
を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。

２

過
去
二
年
の
間
に
国
又
は
地
方
公
共
団
体
と
そ
の
種
類
及
び
規
模
を
ほ
ぼ
同
じ
と
す
る
契
約

を
二
回
以
上
に
わ
た
っ
て
締
結
し
、
こ
れ
ら
を
全
て
誠
実
に
履
行
し
、
か
つ
、
契
約
を
履
行
し

な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

八

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

九

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者

と
す
る
。

十

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
説
明
書
に
よ
り
義
務
付

け
る
入
札
者
の
義
務
を
果
た
さ
な
い
者
が
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入

札
は
、
無
効
と
す
る
。

３

入
札
書
の
記
載
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税

事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
期
間
の
総
額
の
う
ち

三
か
月
分
に
相
当
す
る
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

４

契
約
金
額

落
札
価
格
を
も
っ
て
令
和
三
年
度
の
契
約
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
令
和
四
年
度
か
ら
令
和
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七
年
度
の
各
年
度
の
契
約
金
額
は
、
落
札
価
格
に
十
二
を
乗
じ
た
額
を
三
で
除
し
て
得
た
額

（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
と
し
、

令
和
八
年
度
の
契
約
金
額
は
、
落
札
価
格
に
九
を
乗
じ
た
額
を
三
で
除
し
て
得
た
額
（
当
該
金

額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
と
す
る
。
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